「Ⅳ　質の高いサービスを提供するための取組み」の見直しについて

１　審査基準
　原則、次のいずれかの要件を満たしていること（児童福祉施設は免除）
＜介護事業所＞
・サービス提供体制強化加算の取得
・日常生活継続支援加算の取得
・特定事業所加算の取得又は
訪問介護事業所において勤続３年以上の職員が総数の30％以上配置されていること

＜障害福祉サービス事業所＞
・特定事業所加算の取得
・福祉専門職員配置等加算の取得
・保育職員加配加算の取得
・訪問支援員特別加算の取得
・重度障害者等包括支援の指定
・施設入所支援については、併設する対象事業所が基準となる加算を取得していること

２　審査項目
	改正後
	・対象となる要件を満たしている。
・加算を取得していない場合は、加算を取得していない理由書を提出しており、①要件満たすことが確認できた場合、または、②加算を取得できない理由に合理性が認められ、一定の基準を満たす場合はこの項目を免除とする。

	改正前
	・対象となる要件を満たしている。
・加算を取得していない場合は、加算を取得していない理由書と要件を満たすことが確認できる書類を提出している。



３　改正理由
例外的に認めるケースは、加算の基準を満たしているが、加算を取得していないケースのみを想定したが、障害福祉サービス事業所において、体制強化に係る加算の取得率が低い状況を斟酌し、経営や規模の都合上、加算の取得が難しい事業所において、以下の条件を満たす場合はこの基準を免除することとする
・勤続3年以上の職員が総数の30％以上配置されていること
[bookmark: _GoBack]（介護事業所のサービス提供体制強化加算の最下位の区分の要件）

